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第２章 道路計画 

２－１ 総則 

２－１－１ 道路の役割と機能 

道路は人の移動や物資の輸送に不可欠な基本的な社会資本

であり、社会・経済の発展や国民生活の向上に大きな役割を

果たしている。また、一方では市街地形成や防災・環境空間

としての役割も有しており、地域の状況に応じた多様な機能

を有する道路構造が求められる。 

 

 

２－１－２ 道路計画の考え方 

道路の計画にあたっては、要すべき役割を十分に踏まえた上で、必要な機能を確保しなければならない。

また、道路構造の決定にあたっては、多様な機能を十分考慮し、地域の状況に応じて必要とする機能に対

応した道路構造とすることが重要である。 

（１）多様な機能を重視した道路計画 

道路計画においては、子供、高齢者や身体障害者等様々な利用者の通行、アクセス、あるいは滞留、さ

らに、市街地形成、防災空間、環境空間、収容空間といった空間機能等、道路の持つ多様な機能を重視す

る必要がある。 

このため道路計画にあたっては、当該道路に必要とされる道路の機能について、自動車の交通機能に加

え、歩行者・自転車の交通機能、空間機能を考慮し、総合的に検討することとする。 

（２）地域の裁量に基づく基準の運用 

地域に適した道路構造を採用するには、道路構造令に規定されている最低値や標準値をそのまま適用し

た道路構造とするのではなく、当該道路について、道路の特性や地域のニーズ、種々の制約等を勘案し、

地域にとって必要な道路の機能に応じた道路構造を検討することとする。なお、これらの整備手法の採用

にあたっては、担当課と調整し決定すること。 

１)  1.5 車線的道路整備 

中山間地などの交通量の少ない道路において、全線を２車線で整備すると多大な土工量を伴うなどによ

り高コストとなる場合、２車線区間と１車線区間を組み合わせて整備するもの。【県条例】 

１車線区間には走行上の安全性を考慮して、視距改良や待機所等を設置する。 

なお、待避所の設置間隔は 200m、待避所の長さは 30m を標準とする。【県条例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ １．５車線的道路整備のイメージ 

出典：国土交通省ＨＰ 

１．５車線的道路整備  

図２－１道路構造決定の流れ 

地域特性 交通特性 ﾈｯﾄﾜｰｸ特性 

必要な道路の機能の明確化 

地域に適した道路構造 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P65 図 1-3 

道路構造令の 

弾力的運用 
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２)  自転車車線【県条例】（道路構造令による「自転車通行帯」） 

自転車は「車両」であるという大原則に基づき、安全で円滑な自転車の車道通行を確保するために、

自転車と自動車を車道内で視覚的に分離するもの。 

なお、幅員は１．５ｍ以上とし、道路の状況によりやむ得ないときは、１ｍ以上１．５ｍ未満とする。 

 

３)  小型道路（乗用車専用道路） 

渋滞交差点の立体交差化等、用地の制約等から通常の断面の確保が困難な場合、一般の乗用車と小型

貨物車のみが通行可能な道路の構造で整備するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 小型道路のイメージ 

出典：国土交通省ＨＰ 

 

４） 植樹ます【県条例】 

都市部で交通量の多い道路では、歩行者や自転車の通行環境の改善を図るため、植樹帯に代えて植樹

ますを設置可能とする。 

なお、間隔は２０ｍ、１辺の長さは１．２ｍを標準とする。 

 

５） 特別の事情を有する場合の特例【県条例】 

道路整備に当たっては沿道状況や地形で様々な制約があり、僅かの幅員確保のために大規模な物件移

転が発生するなどにより高コストとなる場合、安全で円滑な交通を確保することを条件に、基準の一部

を緩和して適用可能とするもの。 

 

２－１－３ 参考図書 

   ア）埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例 （平成 24 年 12 月 25 日）埼玉県 

   イ）道路構造令の解説と運用 （平成 27 年 6 月） （公社）日本道路協会 

   ウ）自転車道等の設計基準解説 （昭和 49 年 11 月） （公社）日本道路協会 

   エ）路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 （平成 19 年 1 月） （公社）日本道路協会 

   オ）河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて 

 （昭和 50 年 11 月 19 日 建河治第 98 号） 

   カ）道路の移動等円滑化整備ガイドライン    （平成 23 年 8 月） （一財）国土技術研究センター 

   キ）安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン （平成 28 年 7 月）国土交通省道路局 警察庁交通局 

 

小型道路（乗用車専用道路） 
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２－１－４ 用語の定義 

（１）歩道 

     もっぱら歩行者の通行の用に供するために、縁石線または柵その他これに類する工作物により区画し

て設けられる道路の部分をいう。 

（２）自転車道 

     もっぱら自転車の通行の用に供するために、縁石線または柵その他これに類する工作物により区画し

て設けられる道路の部分をいう。 

（３）自転車歩行者道 

     もっぱら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線または柵その他これに類する工作物に

より区画して設けられる道路の部分をいう。 

（４）車道 

     もっぱら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分（自転車道を除く。）をいう。 

（５）車線 

     一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分（副道を除く。）を

いう。 

（６）登坂車線 

     上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的と

する車線をいう。 

（７）屈折車線 

     自動車を右折させ、または左折させることを目的とする車線をいう。 

（８）自転車車線【県条例】（道路構造令による「自転車通行帯」） 

一縦列の自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。 

（９）中央帯 

     車線を往復の方向別に分離し、側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。 

    （中央分離帯と側帯とで構成される。） 

（１０）中央分離帯 

     中央帯のうち側帯以外の部分をいう。分離帯には、往復交通の分離を確実にするため、分離帯用防護

柵等を設けるか、あるいは側帯に接続して縁石を設ける。 

（１１）副道 

     盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入り

を確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。 

（１２）路肩 

     道路の主要構造部を保護し、または車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩

行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 

（１３）側帯 

     車両の運転者の視線を誘導し、および側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して

設けられる帯状の中央帯または路肩の部分をいう。 

（１４）保護路肩 

     道路の最外側にあって、舗装構造および路体を保護するためのものであり、建築限界内には含まれな

い。保護路肩には路上施設のためのスペースとして設けるものと、歩道等に接続して路端に設けるもの

の２種類があり、主に盛土区間に設けられる。 

（１５）停車帯 

     主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。 
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（１６）植樹帯 

     もっぱら良好な道路交通環境の整備または沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的とし

て、樹木を植栽するために縁石線または柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の

道路の部分をいう。 

      （１７）植樹ます【県条例】 

      主として街路樹(並木)を植栽するために、歩道、自転車道及び自転車歩行者道（以下「歩道等」と 

        いう）の一部に縁石等で区画して設けられる植栽地をいう。 

（１８）路上施設 

     道路の附属物（共同溝、電線共同溝を除く。）で、歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、 

    自転車専用道路、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路に設けられるものをいう。 

（１９）都市部 

     市街地を形成している地域または市街地を形成する見込みの多い地域をいう。 

（２０）地方部 

     都市部以外の地域をいう。 

（２１）計画交通量 

     道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を

勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設または改築に関する計画を策定するも

ので国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。 

（２２）設計速度 

     道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。 

（２３）視距 

     車線（車線を有しない道路にあっては、車道。）の中心線上 1.2 メートルの高さから当該車線の中心

線上にある高さ 10 センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って

測った長さをいう。 

（２４）建築限界 

     道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、ある一定の幅、ある一定の高さの範囲内には

障害となるような物を置いてはいけないという空間確保の限界である。 

（２５）普通道路 

     小型自動車、普通自動車、セミトレーラ連結車の交通の用に供する道路および道路の部分をいう。 

（２６）小型道路 

     土地の制約などの空間的制約の多い都市内、都市近郊、観光地周辺などの通常規格の道路（普通道

路）の整備が困難な箇所において、小型自動車等（小型自動車およびこれに類する小型の自動車）の交

通の用に供する、普通自動車に比べて小さな規格の道路および道路の部分をいう。乗用車専用道路とも

いう。 
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２－２ 道路の区分（道路構造令第３条抜粋） 

（１）道路は、次の表のとおり第１種から第４種に区分するものとする。 

表２－１ 

高速自動車国道及び            道路の存する地域 

自動車専用道路またはその他の道路の別 
地 方 部 都 市 部 

高速自動車国道及び自動車専用道路 第 １ 種 第 ２ 種 

そ の 他 の 道 路 第 ３ 種 第 ４ 種 

※地方部と都市部の分けは、沿道の市街地の形成状況、交通状況、都市計画法における市街化区域等

（日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P53～P54）や、道路の区分の連続性

や設計区間の長さ（同 P152）を考慮して決定するものとする。 

（２）第３種および第４種の道路は、それぞれ計画交通量に応じて、第３種は第１級から第５級に、第４種は第

１級から第４級に区分するものとする。 

 

  １）第３種の道路 

表２－２ 

           計画交通量 
            (単位：台/日) 

     道路 
          の存する 
道路の種類     地域の地形 

20,000 以上 
 4,000 以上 

20,000 未満 

1,500 以上 

4,000 未満 

  500 以上 

1,500 未満 
500 未満 

一 般 国 道     E 
平 地 部 第１級 第２級 第３級 

山 地 部 第２級 第３級 第４級 

県  道 
平 地 部 第２級 第３級 

山 地 部 第３級 第４級 

A市 町 村 道     E 
平 地 部 第２級 第３級 第４級 第５級 

山 地 部 第３級 第４級 第５級 

    ※車線数に関して、第３種第４級の道路については、車線を設ける区間と車線により構成しない区間を 

     組み合わせることができる。（1.5 車線的道路整備）【県条例】 

 

  ２）第４種の道路 

表２－３ 

       計画交通量 

           (単位：台/日) 

道路の種類 

10,000 以上 
  4,000 以上 

 10,000 未満 

  500 以上 

 4,000 未満 
500 未満 

A一 般 国 道     E 第１級 第２級 

県  道 第１級 第２級 第３級 

A市 町 村 道     E 第１級 第２級 第３級 第４級 
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２－３ 設計速度（道路構造令第 13 条） 

  道路の設計速度は、曲線半径、片勾配、視距等の線形要素と直接的な関係を持つので、設計速度を決定する 

 際には道路の機能及び設計区間を考慮しつつ適切な設計速度を選定すること。ただし、地形の状況その他の特 

別の理由によりやむを得ない場合においては特例値とすることができる。 

表２－４ 

区    分 
設 計 速 度（単位：ｋｍ/ｈ） 

標  準  値 特  例  値 

第 ３ 種 

第 １ 級 ８０ ６０ 

第 ２ 級 ６０ ５０または４０ 

第 ３ 級 ６０、５０または４０ ３０ 

第 ４ 級 ５０、４０または３０ ２０ 

第 ５ 級 ４０、３０または２０ ￣ 

第 ４ 種 

第 １ 級 ６０ ５０または４０ 

第 ２ 級 ６０、５０または４０ ３０ 

第 ３ 級 ５０、４０または３０ ２０ 

第 ４ 級 ４０、３０または２０ ￣ 
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２－４ 将来交通量の推計 

将来交通量の推計の設定年次および伸び率等については、以下に示す事項を基本とするが、事業課と調整

の上、実施するものとする。 

（１）将来交通量の推定 

   将来交通量を推定する方法としては、目標年次を一般国道や主要地方道は概ね２０年後に、また一般県道

は概ね１０年後に設定し、 

  １）将来の道路網を設定し、交通量の推計を行う。 

２）路線ごとに表 2-5 の年度別将来交通量の伸び率傾斜表を参考に推計する。 

  の２つの手法がある。２）の方法は現道拡幅のように新設道路がない場合に多く使われる。 

なお、将来交通量の推定は、土地利用の変化による開発交通量や道路ネットワークの設定方法による配

分交通量などにより推計結果が変わるので、留意すること。 

（２）交通量の伸び率 

   将来交通量を算定するための伸び率は、表 2-5～2-8 を参考とする。 

   令和３２年までの伸び率は、平成２２年道路交通センサスの自動車ＯＤ調査結果に基づく「自動車将来Ｏ

Ｄ表（平成４２年）」から推計した、関東臨海ブロックを対象とした総走行台キロの伸びである。（「費用便

益分析マニュアルの改定について」（平成２９年２月９日）関東地方整備局参考資料） 
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２－５ 横断面の構成 

  道路構造令により道路を新設または改築する場合における横断構成の一般的な技術基準を定めるものとする。 

 

２－５－１ 車線の数（道路構造令第５条） 

 （１）計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線の数は２とする。 

表２－９ 

区  分 地  形 設計基準交通量（単位：台/日） 

第 ３ 種 

第 ２ 級 平 地 部                   9,000 

第 ３ 級 
平 地 部                   8,000 

山 地 部                   6,000 

第 ４ 級 
平 地 部                    8,000 

山 地 部                   6,000 

第 ４ 種 

第 １ 級                   12,000 

第 ２ 級                   10,000 

第 ３ 級                    9,000 

交差点の多い第４種の道路については、この表の設計基準交通量に 0.8 を乗じた値を 

設計基準交通量とする。 

 

（２）前項に規定する道路以外の道路の車線数は４以上とし、次の表に掲げる１車線当たりの設計基準交通 

  量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。 

表２－１０ 

区  分 地  形 
１車線当たりの設計基準交通量 

（単位：台/日） 

第 ３ 種 

第 １ 級 平 地 部                  11,000 

第 ２ 級 
平 地 部                   9,000 

山 地 部                   7,000 

第 ３ 級 
平 地 部                    8,000 

山 地 部                   6,000 

第 ４ 級 山 地 部                   5,000 

第 ４ 種 

第 １ 級                   12,000 

第 ２ 級                   10,000 

第 ３ 級                   10,000 

交差点の多い第４種の道路については、この表の１車線当たりの設計基準交通量に 

0.6 を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量とする。 
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２－５－２ 横断面の構成要素 

道路の横断構成に係わる県条例･道路構造令の規定は、以下の通りである。 

表２－１１ 道路の横断構成基準（第３種の道路） 

構 成          区 分 ３種１級 ３種２級 ３種３級 ３種４級 摘  要 

車線幅員 

（県条例第２条） 

標 

準 

普通 

道路 
3.50ｍ 

3.25ｍ 

(3.50ｍ) 
3.00ｍ 2.75ｍ 

（  ）交通の状況によ

り必要である場合 注１） 小型 

道路 
3.00ｍ 2.75ｍ 

 中  央  帯 

（県条例第２条） 

標 準 1.75ｍ以上 車線の数が４以上であ 

る第３種第１級の道路 

は設ける。車線の数が 

４以上であるその他の 

道路は原則として設け 

る。 

特 例 1.0ｍ以上 

 

中央帯の側帯 標 準 0.25ｍ 

分離帯 
標 準 1.25ｍ以上 

特 例 0.50ｍ以上 

路   肩 

（県条例第２条） 

道
路
の 

左
側 

普通 

道路 

1.25ｍ 

以上 
0.75ｍ以上 

 
小型 

道路 

0.75ｍ 

以上 
0.5ｍ以上 

特
例 

普通 

道路 

0.75ｍ 

以上 
0.5ｍ以上 

 
小型 

道路 
－ 

道路の右側 0.5ｍ以上  

自転車歩行者道 

（県条例第２条） 

標 準 

歩行者の交通量が多い道路 4.0ｍ以上 
路上施設を設ける場合

には、 

1)横断歩道橋等 +3.0ｍ 

2)ベンチの上屋 +2.0ｍ 

3)並木        +1.5ｍ 

4)ベンチ     +1.0ｍ 

5)その他     +0.5ｍ 

その他の道路 3.0ｍ以上 

特 例 － 

歩   道 

（県条例第２条） 

標 準 

歩行者の交通量が多い道路 3.5ｍ以上 
路上施設を設ける場合

には、 

1)横断歩道橋等 +3.0ｍ 

2)ベンチの上屋 +2.0ｍ 

3)並木        +1.5ｍ 

4)ベンチ     +1.0ｍ 

5)その他     +0.5ｍ 

その他の道路 2.0ｍ以上 

特 例 － 

自 転 車 道 

（県条例第２条） 

標 準 2.0ｍ以上 路上施設を設ける場合

幅員は、建築限界を勘

案して定める。 特 例 1.5ｍ以上 

自転車通行帯 

(構造令第 9 条の 2) 

標 準 1.5ｍ以上  

特 例 1.0ｍ以上 1.5ｍ未満 
道路の状況によりやむ

を得ないとき 

植 樹 帯 

（県条例第２条） 
標 準 1.5ｍ 必要に応じて設置 

植樹桝 

（県条例第２条） 
標 準 1.2m を標準 

自転車及び歩行者の安

全確保に支障がないと

認められる場合。間隔

20m 、 長 さ 1.2m を 標

準。 

建築限界高さ 

（構造令第 12 条） 

車 

道 

普通 

道路 

4.5ｍ 

重要物流道路は 4.8ｍ 
舗装のオーバーレイ等

を考慮して、0.2ｍを加

える。 小型 

道路 
3.0ｍ 

歩道等 2.5ｍ  

１）交通の状況とは、大型車の交通量が多い場合等である。 

２）歩行者が多い道路とは、1 日あたりの通行者が 500～600 人以上を目安とする。 
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表２－１２ 道路の横断構成基準（第４種の道路） 

構 成           区 分 ４種１級 ４種２級  ４種３級 摘  要 

車 線 幅 員 

（県条例第２条） 

標

 

準 

普通 

道路 

3.25ｍ 

(3.50ｍ) 
3.0ｍ 

（ ）交通の状況により必要

である場合 注１） 小型 

道路 
2.75ｍ 

 中   央   帯 

（県条例第２条） 
標 準 1.0ｍ以上 

車線の数が４以上である道路 

は、原則として設ける。 
 

中央帯の側帯 標 準 0.25ｍ 

分離帯 標 準 0.5ｍ以上 

路   肩 

（県条例第２条） 

道路の左側 0.5ｍ以上 停車帯を設ける場合は、省略

できる。 
道路の右側 0.5ｍ以上 

停   車   帯 

（県条例第２条） 

標 準 2.5ｍ 
必要がある場合は車道の左側

に設ける。 
特 例 2.5～1.5ｍ 

自転車歩行者道 

（県条例第２条） 

標 準 
歩行者の交通量が多い道路 4.0ｍ以上 路上施設を設ける場合には、 

1)横断歩道橋等 +3.0ｍ 

2)ベンチの上屋 +2.0ｍ 

3)並木        +1.5ｍ 

4)ベンチ     +1.0ｍ 

5)その他     +0.5ｍ 

その他の道路 3.0ｍ以上 

特 例 － 

歩   道 

（県条例第２条） 

標 準 
歩行者の交通量が多い道路 3.5ｍ以上 路上施設を設ける場合には、 

1)横断歩道橋等 +3.0ｍ 

2)ベンチの上屋 +2.0ｍ 

3)並木        +1.5ｍ 

4)ベンチ     +1.0ｍ 

5)その他     +0.5ｍ 

その他の道路 2.0ｍ以上 

特 例 － 

自 転 車 道 

（県条例第２条） 

標 準 2.0ｍ以上  路上施設を設ける場合幅員 

は、建築限界を勘案して定め 

る。 特 例 1.5ｍ以上 

自転車通行帯 

(構造令第 9 条の 2) 

標 準 1.5ｍ以上  

特 例 1.0ｍ以上 1.5m 未満 
道路の状況によりやむを得な

いとき 

植 樹 帯 

（県条例第２条） 

標 準 1.5ｍ 
４種１級及び２級は設ける。

その他は必要に応じて設置。 

特 例 1.5ｍを超える値 特に必要と認められた場合。 

植樹桝 

（県条例第２条） 
標 準 1.2m を標準 

自転車及び歩行者の安全確保

に支障がないと認められる場

合。間隔 20m、長さ 1.2m を標

準。 

建築限界高さ 

（構造令第 12 条） 

車

 

道 

普通 

道路 

4.5ｍ 

重要物流道路は 4.8ｍ 舗装のオーバーレイ等を考慮 

して、0.2ｍを加える。 小型 

道路 
3.0ｍ 

歩道等 2.5ｍ  

１）交通の状況とは、大型車の交通量が多い場合等である。 

２）歩行者が多い道路とは、1 日当たりの通行者が 500～600 人以上を目安とする。  
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 ＜参考１＞：第３種道路の横断面の代表的な構成図（単位：ｍ） 

    横断面の代表的な構成を下図に示すが、幅員決定に際しては担当課と調整し決定すること。 

  

   １）第３種第１級（４車線） 

 

 

 

 

 

 

   ２）第３種第１級（４車線、自転車道を設置する場合） 

 

 

 

 

 

 

   ３）第３種第２級（４車線） 

 

 

 

 

 

 

   ４）第３種第２級（４車線、自転車道を設置する場合） 

 

 

 

 

 

 

   ５）第３種第２級（２車線） 

 

 

 

 

 

 

   ６）第３種第２級（２車線、自転車車線を設置する場合） 

 

 

 

 

 

 

15.00～17.00 
3.25 

0.75 
3.50～ 3.50～ 

0.75 
3.25 

4.50 

 

4.50 

 

23.50～25.50 
3.25 3.25 

0.75 
3.50～ 

0.25 0.25 

3.25 3.50～ 
0.75 

3.25 2.00 
1.50 4.50 4.50 

3.50～ 
1.25 

3.50 3.50 

0.25 0.25 

3.50 3.50 
1.25 

3.50～ 
25.50～27.50 

2.00 

1.50 4.50 4.50 

3.50  

0.25 0.25 

3.50 3.50 2.50～ 

28.00～31.00 
2.00 

1.50 4.00 

2.50～ 
4.00 

3.50 2.25 

 
1.25 

 

2.25 

 1.25 

 

自転車道 

自転車道 

2.50～ 2.50～ 
4.00 4.00 

26.00～29.00 

3.25 3.25 

0.25 0.25 

3.25 3.25 2.00 
1.50 

2.25 

 0.75 

 

2.25 

 0.75 

 自転車道 

4.00 

2.50～ 
1.50 1.50 

14.50～17.50 

 
3.25 3.25 

自転車 

車線 

自転車 

車線 

4.00 

2.50～ 
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   ７）第３種第３級（２車線） 

 

 

 

 

 

   ８）第３種第３級（２車線、自転車車線を設置する場合） 

 

 

 

 

 

 

   ９）第３種第４級（２車線） 

 

 

 

 

 

   １０）第３種第４級（２車線） 

 

 

 

 

 

   注１）歩行者自転車系の道路の部分については、「2-5-6 自転車道、自転車車線、自転車歩行者道及び

歩道」により選定し、その幅員に関しては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して

定めるものとする。 

   注２）周辺環境等に配慮し必要に応じて植樹帯を設けることができる。 

 

14.50～16.50 
3.50～ 

0.75 
3.50～ 

 

3.00 3.00 
0.75 4.50 

 

4.50 

 

2.50～ 
12.00～15.00 

0.75 
2.50～ 2.75 2.75 

0.75 
4.00 4.00 

2.50～ 
9.75～11.25 

0.75 
2.75 2.75 1.00 

4.00 

4.00 
2.50～ 

4.00 

2.50～ 
1.50 

 

 

1.50 

 

 

14.00～17.00 

3.00 3.00 

自転車 

車線 

自転車 

車線 
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 ＜参考２＞：第４種道路の横断面の代表的な構成図（単位：ｍ） 

     横断面の代表的な構成を下図に示すが、幅員決定に際しては、担当課と調整し決定すること。 

   １）第４種第１級（４車線；停車帯なし） 

 

 

 

 

 

   ２）第４種第１級（４車線；停車帯あり） 

 

 

 

 

 

   ３）第４種第２級及び第３級（２車線;停車帯あり） 

 

 

 

 

 

   ４）第４種第１級（４車線；停車帯なし、自転車道を設置する場合） 

 

 

 

 

 

   ５）第４種第２級（２車線、自転車車線を設置する場合） 

 

 

 

 

 

   ６）第 4 種第 3 級（2 車線） 

 

 

 

 

 

 

   注 1）歩行者自転車系の道路の部分については、「2-5-6 自転車道、自転車車線、自転車歩行者道及び

歩道」により選定し、その幅員に関しては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して

定めるものとする。 

   注２）第４種第３級の道路の植樹帯については、都市部の生活環境の改善等を踏まえ、必要に応じて設

置するものとする。 

25.00～27.00 
3.25 3.25 3.00～ 1.50 

0.25 

2.00 3.25 3.25 

0.25 

1.50 

0.50 1.50 0.50 4.00 

2.00～ 

3.50 3.50 

2.00～ 

3.50 

2.00～ 

3.50 

2.00～ 

4.00 
3.00～ 

3.00～ 
4.00 

3.00～ 

4.00 

27.00～29.00 

3.25 3.25 1.50 

0.25 

2.00 3.25 3.25 

0.25 

1.50 
1.50 1.50 1.50 

3.25 3.25 1.50 

0.25 

2.00 3.25 3.25 

0.25 

1.50 
1.50 

16.00～19.00 

1.50 1.50 3.00 3.00  1.50 

自転車 

車線 

自転車 

車線 

1.50 

27.50～30.50 

18.00～20.00 

3.00～4.00 1.50 1.50 3.00 3.00 1.50 1.50 3.00～4.00 

2.00～ 

3.50 3.50 

2.00～ 

14.00～17.00 

1.50 

0.50 
3.00 3.00  1.50 

0.50 

2.25 
自転車道 

2.25 

0.50 
自転車道 

0.50 
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２－５－３ 横断勾配 

 （１）横断勾配 

   １）車道部 

車道部の横断勾配は、アスファルト舗装及びセメントコンクリート舗装等（6-2-6 舗装の性能指標

の値以上とする舗装を含む）においては、片側１車線の場合 1.5％の直線勾配とし、片側２車線以上

の場合 2.0％の直線勾配を標準とする。 

なお、砂利道等その他の舗装を行う場合は 3.0～5.0％とする。 

２）歩行者系の道路 

歩行者系の道路は透水性舗装を原則とし、横断勾配は、1.0％以下の直線勾配とする。なお、透水性

舗装を適用しない箇所や、曲線部等特別の理由がある場合においては、２％以下とすることができる。

また、縦断勾配がきつい箇所については、歩行者等の通行のしやすさを念頭におき、横断勾配を設け

ないことも含めた検討を行う。 

 

 （２）計画高の表示位置 

    道路計画高の表示位置は、原則として下図による。 

     〈中央分離帯のある場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〈中央分離帯のない場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注１）この図は歩道形式や歩道の勾配等を示すものではないことに留意すること。 

Ｌ Ｃ 

 

i=2.0％ 

Ｆ.Ｈ Ｆ.Ｈ 

i=2.0％ 

（i=1.5％） （i=1.5％） 

i=1.0%以下 

（2%以下） 

i=1.5％ i=1.5％ 

Ｆ.Ｈ 

Ｌ Ｃ 

i=1.0%以下 

（2%以下） 
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２－５－４ 中央帯 

 （１）設置基準 

   １）設置方針 

     車線数が４以上の道路には原則として中央帯を設置し、往復の交通流を分離するものとする。 

   ２）設置区分 

     中央帯の構造は、その目的や効果からみて、原則として歩車道境界ブロックによる分離帯を設置する 

    ものとするが、やむを得ない場合は次の点を考慮して反射性道路鋲による分離線も設置できる。 

      ア）車道部の幅員      イ）設計速度      ウ）交通量(車種別交通量) 

      エ）沿道の状況       オ）交通事故形態    カ）道路の線形 

 （２）構造 

   １）歩車道境界ブロックの直高は、路面から 25cm とする。 

   ２）エプロンコンクリートの施工幅は 25cm とする。 

   ３）エプロン下面の舗装組成は、原則として車道と同一構造とする。 

４）分離帯内は、図２－４のようにコンクリート施工すること（コンクリート５cm、再生切込砕石５

cm）を標準とする。ただし、中央帯が広幅員である場合は植栽することができる。 

   ５）横断歩道においては、分離帯と車道の高さを同一とする。 

   ６）維持管理及び交通安全の観点から、防草シートやシール等により防草対策を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 中央帯横断図 

 

表２－１３ エプロン厚（Ｔ：舗装計画交通量） 

舗装計画交通量の区分

（台/日・方向） 
エプロン厚(mm) 

1,000≦Ｔ＜3,000 200 

Ｔ≦3,000 250 

      注１）舗装計画交通量の区分Ｔは「第 6 章 舗装工」を参照のこと。 

※エプロンコンクリートのクラックを防

止するため、10ｍに１箇所の割合で目地

を設ける。 

植栽なしの場合 植栽施工の場合 

車 道 車 道 中 央 帯 

50 

50 

250 

歩車道境界ブロック 

(180×210×300×600) 

エプロン厚は下表の値を 

標準とする。 

舗 装 部 

上層路盤 

下層路盤 

250 250 

Ｆ.Ｈ 
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 （３）中央帯の開口 

    中央帯は、幹線道路との交差部を除いては連続させ、一般支道については原則として制限することとす 

るが、その場合の考え方は次による。 

   １）路線に接続する支道の幅員が 5.5ｍ未満の箇所は、原則として開口しない。ただし、支道の幅員 5.5

ｍ未満でも開口部間隔が 100ｍ以上にわたる場合は沿道状況、交通量等を考慮し、開口部を検討する

ことができる。 

   ２）信号機の設置してある交差点から 100ｍ以内にある支道は、原則として開口しない。 

   ３）消防署、警察署、その他の官公庁、救急病院等で近接して進入路がない場合は開口部を検討するが、 

    開口する場合は右折帯の設置もあわせて検討すること。 

   ４）一方通行の入口に当たる支道の場合、近接して迂回道路がある場合は開口しない。 

   ５）一方通行の出口の支道は開口しない。 

   ６）交差点で横断歩道を設けている場合は、分離帯の先端は交差点の形状等を考慮して設置を検討するこ 

    と。 

   ７）開口部を計画する場合は、事前に公安委員会と協議すること。 

    以上、主として縁石を設ける場合の中央帯について述べてあるが、分離帯鋲についても準用してなるべ

く中央帯を連続させるようにすること。 
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２－５－５ 路肩 

 （１）路側状況による路肩幅員と構造 

    路肩幅員と構造は、路側の状況に応じて、次のとおりとする。ただし、排水性舗装（低騒音舗装）を計

画する場合には、表層下から流れ込む水に配慮して構造を決定すること。 

 

   １）土羽 

 

 

 

 

 

 

                  

                 注１）維持管理及び交通安全の観点から、雑草抑制として路肩･のり肩を 

                    コンクリートやシートで被覆する等の対策を行うこと。 

   ２）側溝 

 

 

 

 

 

 

   ３）Ｌ型側溝 

 

 

 

 

 

 

   ４）擁壁 

 

 

 

 

 

 

   ５）歩車道境界工で分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 路肩 

1.00ｍ以下 
車 道 

0.30ｍ 

 

0.50ｍ 

路肩 
0.75ｍ 車 道 

 路肩 

1.00ｍ以下 
車 道 

車 道 

1.00ｍ以下 

路肩 

路肩 車 道 施設帯 歩道（自歩道） 
歩道部 車道部 
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２－５－６ 自転車道、自転車車線、自転車歩行者道及び歩道 

 

（１）整備形態の選定の考え方 

歩行者、自転車の安全性、快適性等の利用環境向上の観点から、路線毎に交通状況（自動車の規制速度

及び交通量等）や道路状況（道路横断面構成）、自転車交通状況（交通量、自転車利用状況等）が変化する

箇所や市町村が策定する自転車ネットワーク計画、鉄道駅等の交通結節点と地域拠点との結節、健康増進

や観光振興、まちづくり等の各種関連施策を踏まえて、適切な区間設定を行い、歩道及び自転車の通行空

間の整備形態を選定する。 

なお、整備形態は、下記のフローを基に案を作成し、事業課及び交通管理者と調整の上、選定すること。 

 
 

 

 

 

 

 

※１ 自転車交通量が多い：５００～７００台／日以上

※２ 歩行者交通量が多い：５００～６００人／日以上

※３ 規制速度５０ｋｍ超

※４ 通学路か否か

※５ 自転車の安全かつ快適な通行に支障を及ぼす程度の自動車交通量がある場合（自動車交通量４，０００台／日以上かつ大型車混入率が高い）

※６ 地域の課題やニーズ、交通の状況により自転車歩行者道も検討可能とするが、その場合の幅員や交通規制の取扱いは、別途事業課と調整すること。

※７

■県管理道路における歩道及び自転車通行空間の整備フロー■

整備すべき形態での自転車通行空間整備が当面困難な場合、かつ車道通行している自転車利用者、今後、車道通行に転換する可能性のある自転車利用者の安全性を
速やかに向上させなければならない場合は、車道通行を基本とした暫定形態（完成形態が自転車道の場合は自転車車線又は車道混在、完成形態が自転車車線の場合
は車道混在）により車道上への自転車通行空間整備を行う。

自転車交通量

自転車道
＋歩道

整備形態は
別途調整

自転車交通量

自転車の通行を構造的
に分離する必要

自転車車線

＋歩道

道路種別

歩行者交通量

歩道

歩行者の安全かつ円滑な
交通を確保する必要

歩道なし

歩行者交通量 歩行者交通量

自転車道

＋

４．０ｍ歩道

自転車道

＋

２．５ｍ歩道

自転車車線

＋

４．０ｍ歩道

自転車車線

＋

２．５ｍ歩道

２．５ｍ歩道

又は

４．０ｍ歩道

４種 ３種
※１ ※１

※２

※２ ※２

多い 多い

多い

少ない

少ない

少ない

あり ありなし なし

※３ ※４

多い 多い少ない 少ない

整備形態の選定

幅員構成の選定
（路上施設帯０．５ｍを含む）

車線数
４以上 ２

START

歩行者交通量

自転車の通行を視覚的
に分離する必要

少ない 多い

※５

あり なし

※２

※６ ※７ ※７
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（２）横断構成 

１)  標準横断構成 

既存道路においては、拡幅または既存の道路幅員内で横断構成の見直しを行い、自転車通行空間を

創出することを基本とする。その場合の標準横断構成を以下に示す。なお、新設道路における種級別

の標準横断構成については、「２－５－２  横断面の代表的な構成」を参照すること。 

 

 ①自転車道もしくは自転車車線（道路構造令による「自転車通行帯」）が確保できる場合 

 

 

 

 

 

 

 
②車道混在の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
２)  横断構成の見直し方法 

既存の道路幅員内における自転車通行空間の創出方法の例を以下に示す。なお、歩道幅員を縮小す

る場合には、標識や照明灯、埋設管等の移設が必要となる可能性があるため留意すること。 

 

・センターゼブラや停車帯の撤去 

・植樹帯の撤去 

・車道幅員の縮小 

・右折レーンの撤去 

・車線数の減少 

・歩道幅員の縮小 

・エプロンブロックの縮小 

・スリット型側溝の採用 

 

 

また、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」を鑑みて、歩車道境界ブロック等を取り

壊す場合は供用から１０年経過していること。ただし供用から１０年経過していなくても、市町村が

自転車ネットワーク計画を策定し、自転車通行空間整備の必要性が高まる等、状況が変化した場合に

ついては事業課と相談すること。 

 

 

歩道 歩道 車道 

1,500 以上 

歩道 歩道 車道 

スリット型側溝イメージ 

出典：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン（平成 28 年 7 月）」PⅡ-2 写真Ⅱ-1 
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（３）自転車通行環境の設計 

  各整備形態の概要、構造、留意事項等を以下に示す。なお、記載のない事項等については、「安全で快適な

自転車利用環境創出ガイドライン（平成２８年７月）」等を参考に路線ごとに定める。 

 

１）自転車道 

 

  自転車道とは、専ら自転車の通行の用に供するため、 

 縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画し 

 て設けられる道路の部分をいう。 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

①構造 

  ・分離工作物は縁石を基本とする。 

  ・ただし、必要な区間においては、縁石に変えて車両用防護柵や植樹帯を設置することができる。 

 

②幅員 

  ・幅員は２ｍ以上（やむを得ない場合は１．５ｍ以上）とし、当該道路の自転車の交通状況を考慮して定め

るものとする。※やむを得ない場合とは、交差点及び交通管理者との協議による箇所。 

 

③路面等 

  ・簡易舗装又は舗装するものとし、自動車の誤進入を防止するため、自転車道の路面は青で着色することを 

   基本とする。 

  ・横断勾配は２％を標準とする。車道部と同様の横断勾配とする。 

  ・自転車道の始点、交差点流出側及び、これらからおおむね２００ｍ間隔で、自転車の通行空間と進行方向   

を示す路面表示を設置する。ただし、取り付け道路が多い区間など現地に応じて、設置間隔を縮小する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０0ｍ 

車道部 

歩道部 

自転車道 

交差点付近 

図 自転車道（一方通行の場合） 
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④留意事項等 

  ・自転車道は一方通行を基本とする。その際は、道路交通法第６３条の３により、道路の両側に自転車道を

整備することが必要となる。 

 

２）自転車車線（道路構造令による「自転車通行帯」） 

 

  一縦列の自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。道路交通法により

「自転車専用」の交通規制を適用したもの。 

 

 
 

①幅員 

  ・幅員は１．５ｍ以上（道路の状況によりやむを得ない場合は１．０ｍ以上１．５ｍ未満）とする。 

   ※やむを得ない場合とは、交差点及び交通管理者との協議による箇所。 

・なお、１．０ｍ以上１．５ｍ未満となる場合は、「自転車専用」の交通規制の適用対象となる側溝の部分

を除く舗装部分の幅員を１．０ｍ程度確保する。 

 

②路面等 

  ・車道部と同様の舗装とし、青で着色することを基本とする。 

  ・自転車車線(道路構造令による「自転車通行帯」)の始点、交差点流出側及び、これらからおおむね２００

ｍ間隔で、自転車の通行空間と進行方向を示す路面表示を設置する。ただし、取り付け道路が多い区間な

ど現地に応じて、設置間隔を縮小することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車車線 

自転車車線 自転車の通行位置を明示し自動車に注意

喚起を促すため路面を着色 

幅員 1.5m 以上 
(やむを得ない場合 1.0m 以上) 

（交通規制がない場合） 

２０0ｍ 

車 道 

歩 道 

自転車 

車 線 

交差点付近 

図 自転車専用通行帯 
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③留意事項 

  ・これまでの交通規制を適用しない帯状の路面表示は使用しない。 

   （交通規制を適用しないものは車道混在とし、矢羽根型路面表示の設置とする。） 

  ・交差点部については、左折自動車と自転車が混在することを、混在する部分の手前で、自転車、自動車双

方に対して看板又は路面表示により注意喚起することを検討すること。 

   ※参考（以下に示す位置は例であり個別の案件ごとに交通管理者と協議が必要。） 

    

 

   （参考）車道混在を注意喚起する看板・路面表示の位置の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）車道混在 

 

 自転車道又は自転車車線（道路構造令による「自転車通行帯」）が整備できない道路において、路面表示等に

より車道内における自転車の通行位置を明示するものをいう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車と自動車が車道で混在。自動車に注意

喚起するためピクトグラムを設置 
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①路面等 

  ・交差点からおおむね２００ｍ間隔で、自転車の通行空間と進行方向を示す路面表示を設置する。ただし、 

   現地の状況に応じて、設置間隔を縮小することができる。 

  ・矢羽根型路面表示の設置間隔は１０ｍを標準とし、交差点部等の自動車と自転車の交錯の機会が多い区間

や、事故多発地点等では設置間隔を密にする。 

  ・路面表示は車道の左側端に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夜間の視認性を向上させる必要がある場合には、矢羽根型

路面表示の縁に白線を設置する等の対応をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出 

ガイドライン（平成 28 年 7 月）」PⅡ-８ 図Ⅱ-6 

 

②暫定形態としての整備について（平成２８年１１月２４日付け道環第３５６号の通知より） 

 道路空間の再配分等を行っても、完成形態として自転車道または自転車車線（道路構造令による「自転

車通行帯」）の整備が当面困難であり、自転車利用者の安全性を速やかに向上させなければならない場合に

は、次のとおり、矢羽根による暫定形態で自転車通行空間を整備する。 

 

（１）整備要件の原則 

①  片側一車線の道路で自動車の規制速度が 40km/h 以下かつ自動車交通量（道路交通センサス数値）

が 4,000 台/日以下の箇所 

②  整備区間に両側、片側のいずれか歩道がある区間（歩道がない区間は整備しない。） 

③  道路構造令を考慮し、車道幅員は原則 7.0m 以上の箇所 

④  ただし、歩道が狭く自転車と歩行者が交錯する箇所や現に自転車が車道を通行している箇所で、車

道を通行する自転車の安全性を速やかに向上させなければならない場合には（１）①にかかわらず、

警察と協議し整備する。 

２０0ｍ 

車 道 

歩 道 

図 車道混在 

１0ｍ 



第２章 道路計画 

２-28 

 

（２）留意事項 

①   両側歩道の道路に矢羽根を設置する場合は、原則として、矢羽根の右端が路肩端から 1.0m 以上

離した位置かつ車道幅員は 2.5m 以上確保する。 

 なお、外側線がある場合は、外側線を消去する。 

②   片側歩道の道路に矢羽根を設置する場合、歩道のある側の設置については、（２）①による。 

歩道がない側の設置については、原則として、外側線より道路センター側に矢羽根を設置し、矢羽

根の右端が車道外側線から 1.0m 以上（現地の交通状況に応じて 0.75m 以上とすることもできる）

離した位置かつ車道の幅員は 2.5m 以上確保する。 

 なお、外側線がない場合は、外側線を新設する。 

③   矢羽根型整備箇所においては、自転車に対して左側通行を呼びかける注意看板を設置するなど、

安全対策を実施する。安全対策の内容については、警察と協議する。 

 
 矢羽根型整備の参考図 

  ①両側歩道の箇所で整備する場合           ②片側歩道の箇所で整備する場合 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

注）整備にあたっては、個別箇所の道路特性を踏まえた案を作成し、事業課及び交通管理者と調整する。 

1.00m（0.75m）以上1.00m以上 2.5m以上 2.5m以上

歩道 3.5m（3.25m）以上
車道部幅員7.0m（6.75m）以上
3.5m以上 外側線

※（）内は現地の交通状況に応じて 0.75m

以上とすることもできる。 

3.5m以上 3.5m以上

2.5m以上 2.5m以上1.0m以上 1.0m以上

歩道
車道部幅員7.0m以上

歩道
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参考）自転車歩行者道（本形態とする場合は、事業課と別途調整をすること。） 

 

  広幅員の歩道内において、構造物や路面表示等により歩行者と自転車の通行位置を明示するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①幅員 

  ・幅員は、歩行者の多い道路は４．０ｍ以上、その他の道路は３．０ｍ以上とし、当該道路の自転車及び歩

行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

  ・「自転車歩道通行可」の交通規制を行うためには、有効幅員４．０ｍ以上とし自転車と歩行者を分離する

ことが望ましい。 

②路面等 

  ・歩行者と自転車の通行する部分を区分するため、「自転車歩道通行可」の交通規制を行う場合は白破線を、

この交通規制に加えて「歩道通行部分の指定」を行う場合は、白実線を縦断的に引く。 

・歩行者及び自転車が通行する部分を明示するため、自転車歩行者道の始終点部分に横断的にそれぞれ茶

及び青のラインを引くとともに、歩行者及び自転車の路面表示を設置する。 

  ・歩行者及び自転車の路面表示はおおむね５０ｍ間隔で設置する。 

  ・自転車の徐行を促すための看板又は路面表示の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③留意事項等 

自転車歩行者道を整備する必要がある場合は、③路面等に記載されているほか、以下の事項に配慮するととも

に、事前に交通管理者と道路の構造及び交通規制の有無について十分に協議すること。 

   ・自転車が自動車と同方向に通行することを意識付けするため、自転車の路面表示は、自動車と同方向と

なるよう設置する。 

   ・歩行者と自転車の通行位置を構造物で分離する場合は、車線分離標（ラバーポール）の設置を検討する。 

５0ｍ 

交差点付近 

図 自転車歩行者道 

（自転車歩道通行可、歩道通行部分の指定の交通規制がある場合） 

W=0.3m 

W=0.45m 

W=0.6m 

車道 

自転車 

歩行者道 
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（４）サイン類の仕様 

 １）路面表示の種類 

  主な路面表示（名称及び色）を以下に示す。なお、設置位置等については本項を参考にするほか、必要に応

じて交通管理者と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）自転車車線（道路構造令による「自転車通行帯」）及び路面表示の色及び材質 

  ・自転車車線（道路構造令による「自転車通行帯」）及び矢羽根の色は青を基本とする。 

  ・路面表示の色は１）で示した色を基本とする。 

・なお、具体的な色彩については、埼玉県公共事業景観形成指針の制限基準を踏まえ、彩度の落ち着いた

ものとするよう努めること。 

  ・材質はすべりにくいものを使用するよう努めること。 

 

（５）歩道及び自転車歩行車道の設置に当たっての留意事項 

  １）新設に当たっては、セミフラット型（歩道高さ５ｃｍ）を標準とする。 

    なお、他の形式を採用する場合、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」を参考とすること。 

  ２）歩車道の分離方法は原則として歩車道境界ブロックを標準とし、自動車の突入する恐れがあるところは、

防護柵を設置すること。 

  ３）歩道の幅員は、県条例の規定及び福祉のまちづくり条例を遵守し、有効幅員は２ｍ以上とすること。 

  ４）交通安全事業により歩道もしくは自転車歩行車道を設置する場合にあっても、右折車の多い交差点にお

いては右折車線の設置を十分検討すること。 

  ５）第３種第５級、第４種第４級の道路と交差する場合においても、隅切りの設置に努めること。 

６）植樹帯のない歩道及び自転車歩行車道においては、道路標識等を設置する路上施設帯（０．５ｍ程

度）の確保に努めること。 

７）橋・高架の道路又はトンネル部等、道路構造上やむ得ない場合や、山岳地のような工事が困難な場合、

または、費用対効果が低い場合については、片側設置あるいは設置しないことを検討する。 

自転車（青） 

矢羽根（青） 自動車注意（赤） 

自転車止まれ（赤） バス停注意（黒、黄） 

 900 
（600） 

1200 
（800） 

自転車・矢印（白） 
※視認性向上策の例 

 

 

 

1200 
（800） 

900 
（600） 

歩行者（茶） 

※自転車歩行者道を整備する場合 

（必要な場合のみ） 
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２－５－７ 建築限界 

 （１）建築限界のとり方 

   １）建築限界の上限線は、路面と平行にとるものとする。 

   ２）建築限界の両側線は、 

    ア）通常の横断勾配を有する区間では鉛直 

    イ）片勾配を有する区間では路面に直角、ただし、横断勾配以下の勾配となる区間については鉛直 

 

 

 

 

        ア）通常の横断勾配を有する区間        イ）片勾配を有する区間 

       注１） （ ）内の数値は小型道路の値、  は重要物流道路の値である。 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P281 

 

 （２）建築限界線 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P281～283 

   １）車道（路肩を設ける場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さはオーバーレイ等を考慮して、0.2ｍプラスすること。 

       注２） （ ）内は、小型道路の値、  は重要物流道路の値である。 

 

 

水平 
90° 90° 90° 

90° 4.5ｍ 

（3.0ｍ） 

 

路肩の幅員 

0.7ｍ 

（0.2ｍ) 

車 道 

路肩の幅員と同じ（ただし、最大 1.0m） 

（0.5ｍ） 

4.5ｍ 

（3.0ｍ） 

4.8ｍ 

4.8ｍ 
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   ２）車道（停車帯を設ける場合） 

 

 

 

 

 

 

高さはオーバーレイ等を考慮して、0.2ｍプラスすること。 

       注２） （ ）内は小型道路の値である。 

   ３）車道（歩道のない橋梁部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さはオーバーレイ等を考慮して、0.2ｍプラスすること。 

       注２） （ ）内は、小型道路の値、  は重要物流道路の値である。 

   ４）車道（分離帯または交通島に係わる部分） 

 

 

 

 

 

 

 

高さはオーバーレイ等を考慮して、0.2ｍプラスすること。 

       注２） （ ）内は、小型道路の値、  は重要物流道路の値である。 

   ５）歩道及び自転車道又は自転車歩行者道（路肩を設け、かつ、路上施設を設ける場合） 

 

 

 

 

 

   ６）歩道及び自転車道又は自転車歩行者道（停車帯を設け、かつ、路上施設を設ける場合） 

 

 

 

 

 

       注１）第３種第５級または第４種第４級の道路においては、それぞれ別途考慮すること。 

路
上
施
設 

車道部の建築限界 

2.5ｍ 

車道部の建築限界 
路
上
施
設 

0.25ｍ 

0.25ｍ 

2.5ｍ 

4.5ｍ 

（3.0ｍ） 

路肩の幅員 車 道 

0.25ｍ 

側帯(側帯のない場合においては 0.25ｍ) 

0.7ｍ 

（0.2ｍ) 

路肩の幅員と同じ（ただし、最大 1.0m） 

（0.5ｍ） 

 

0.5ｍ 

0.25ｍ 

0.25ｍ 

分離帯または交通島 

4.5ｍ 

（3.0ｍ） 

0.7ｍ 

（0.2ｍ) 

0.25ｍ 

0.25ｍ 

0.25ｍ 

車 道 

0.7ｍ 

（0.2ｍ) 
 

4.8ｍ 

4.8ｍ 



第２章 道路計画  

２-33 

２－６ 線形及び視距等 

  設計速度に応じて基準となる線形上の諸数値を下表にまとめる。 

表２－１４ 

 線 形（一般部） 

設計速度Ｖ（㎞/ｈ） 80 60 50 40 30 20 備   考 

  設 計 に 用 い る        

  横滑り摩擦係数ｆ 
0.12 0.13 0.14 0.15 

 

線形の 

組合せ 

限界曲線 

半  径 

平面 400 200 － 100 50 50 ( )内は縦断曲線長。組合

せる時は一方の線形を他

方の２倍以上とする｡ 縦断 
5,000 

(50⊿) 

2,500 

(25⊿) 
－ 

2,000 

(20⊿) 

1,500 

(15⊿) 

1,000 

(10⊿) 

平 

面 

線 

形 

最小曲線半径 

  Ｒ(ｍ) 

望ましい値 400 200 150 100 65 30 
特例値は片勾配 10％の適

用可能な場合に 限られ

る。 

標 準 値 280 150 100 60 30 15 

特 例 値 230 120 80 50 － － 

最小曲線長 

  Ｌ(ｍ) 

θ≧７゜ 140 100 80 70 50 40 

θが 2 未゚満の時はθ=2゜

として計算する。 θ<７  ゚  
標準 1,000/θ 700/θ 600/θ 500/θ 350/θ 280/θ 

特別 140 100  80   70   50   40 

片勾配を打切る 

最小曲線半径 

Ｒ(ｍ) 

舗
装
道 

2.0% 3,500 2,000 1,300 800  500 200 
設計ｆ＝0.035 

1.5% 2,500 1,500 1,000  600  350  150 

砂
利
道 

3%  240  165  105   60   25 
 砂 利 道 

(舗装するまでの暫定) 

設計ｆ＝0.15 

4%  260  180  115   65   30 

5%  280  200  126   70   30 

曲 

線 

部 

の 

片 

勾 

配 
曲線半径と 

片勾配の値 

標
準
横
断
勾
配 

 

10%       

 

9       

8       

7       

6       

5       

2.0% 4       

3       

2       

1.5% 
2%       

1.5       

都市部における 

曲 線 半 径 と 

勾配の特例値 

標
準
横
断
勾
配 

6%  －     

5       

4       

3       

2.0% 2       

1.5% 
2%       

1.5       

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用(平成 27 年 6 月)」 

P310,317,320-321,326,332-335,342-343,346 

曲線部の最大片勾配ｉ 

区 分 ｉ％ 

第３種 10 

第４種 6 

第３種の道路で自転車道
を設けないものは６％以
下。 
第４種の道路は地形その
他特別の理由によりやむ
を得ない場合は片勾配を
付さないことができる。  

曲線部の拡幅量 
(1 車線当たり) 

曲線半径 Ｒ(ｍ) 拡 

幅 

量 

(ｍ) 

第 3､4 種 
第 1 級 

その他 
の道路 

  0.25 

  0.50 

  0.75 

  1.00 

 

 1.25 

 1.50 

 1.75 

 2.00 

 2.25 

 

160 未満 

 90 以上 

60 

45 

32 

26 

21 

19 

16 
15 

280 未満 

150 以上 

100 

70 
50 

165以上 

170未満 

220 

115以上 

120未満 

150 

74以上 

76未満 
100 

42以上 
43未満 
55 

19以上 

20未満 

25 

230以上 
280未満 

 
330 

 
380 

 
450 

 
540 

 
670 

 
870 

 
1,240 
3,500 

120以上 
150未満 

 
190 

 
230 

 
270 

 
330 

 
420 

 
560 

 
800 

2,000 

80以上 
100未満 

 
130 

 
160 

 
200 

 
240 

 
310 

 
410 

 
590 

1,300 

50以上 

65未満 

 
80 
 

100 
 

130 
 

160 
 

210 
 

280 
 

400 
800 

－ 

－ 
30以上 

 
40未満 

 
60 
 

80 
 

110 
 

150 
 

220 
500 

－ 

－ 
15以上 

 
20未満 

 
30 
 

40 
 

50 
 

70 
 

100 
200 

－ 
150以上 

 
160未満 

 
165 
220 

－ 

100以上 

 
105未満 

 
110 

 
115 
150 

60以上 

63未満 

 
65 
 

70 
 

74 
100 

30以上 

35未満 
 

37 
 

40 
 

42 
55 

15以上 

16未満 

 
17 
 

18 
 

19 
25 

1,240 以上 

2,100 未満 

2,500 

800 以上 

1,370 未満 

1,500 

400 以上 
600 未満 
－ 

220 以上 
350 未満 

－ 

100 以上 
150 未満 

－ 

590 以上 
1,000 未満 

－ 
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２－７  歩道等の構造 

２－７－１  歩道等の支道取付け部及び横断歩道部における取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注１）歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりや 

       むを得ない場合には８％以下とすることができる。 

     注２）歩道すりつけ区間においては、横断勾配を設けないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注１）横断歩道に接続する歩道等の縁端の段差は、2cm を標準とするが、車いす使用者、高齢者等

の安全かつ円滑な通行のためには、段差、高低差がなく、勾配が緩いものが望ましい、一方、視

覚障害者の安全かつ円滑な通行のためには、歩車道境界を識別する手がかりとして、ある程度の

段差、高低差、勾配があるほうが望ましいなど、道路利用者の特性によって望ましい構造が異な

るものである。よって、縁端構造の検討に当たっては、2cm を標準とされていることをふまえ

つつも、さまざまな道路利用者の意見をふまえることが望ましい。 

出典：国土技術センター「道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年 8 月）」P66 

図２－５ 横断歩道箇所における構造 

Ｂ’ 

歩道切下げ平面図 

Ａ’ 

歩道すりつけ区間 歩道 

標準勾配５％以下 一般部 

歩道水平区間 

横断歩道 

Ａ 

Ｂ 

縁石天端 

歩道 歩道すりつけ区間 歩道水平区間 

縁石すりつけ 路上施設 横断歩道幅 

標準勾配５％以下 一般部 

Ａ－Ａ’断面 

２㎝ 

Ｂ－Ｂ’断面 

歩道幅員 車道部 

縁石幅 
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２－７－２ 車両乗入れ部における取扱い 

（１）車両乗入れ部の設置基準 

  １）車両が歩道等を横断することは、歩行者の安全通行及び歩道構造の保護の見地から好ましくないため、 

   他に乗入れ部があるか否か、隣接する乗入れ部の整理統合ができているか否かは、さらに車両の大きさ、

荷重及び車両乗入れの数を考慮して設置すること。 

  ２）乗入れ部の設置箇所数 

    乗入れ部の設置箇所数は、国道、県道及び市町村道を通じ同一敷地について１箇所とすること。ただし、 

   交通処理上等の理由から特に必要と認められる場合であって相互の間隔を原則として８ｍ以上とするとき 

   には、２箇所とすることができる。 

（２）車両乗入れ部の設置場所 

  １）車両乗入れ部の設置場所は、原則として次に掲げる場所以外であって道路交通上最も支障が少ないと認 

   められる場所とすること。 

   ア）道路の交差部、接続部または屈曲部から５ｍ以内の部分 

   イ）横断歩道(停止線)から５ｍ以内の部分 

   ウ）バス停留所から 10ｍ以内の部分、及びバス停車帯の部分 

   エ）消防用施設の設置場所から５ｍ以内の部分 

   オ）火災報知器の設置場所から１ｍ以内の部分 

   カ）地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から５ｍ以内の部分 

   キ）その他、道路管理上及び交通安全上支障があると認められる部分 

  ２）車両乗入れ部は、原則として、隣接敷地との境界から４ｍ以上、既存の乗入れ部から８ｍ以上の間隔を 

   保って設置すること。 

    なお、隣接する敷地に別個の車両乗入れ部の設置が計画されている場合においては、共同の車両乗入れ 

   部が設置できるか検討すること。 

  ３）公共用または営業用の目的で多数の自動車を通行させるための車両乗入れ部を設置する場合は、歩道内 

   への自動車のはみ出し等を防止するため、車両乗入れ部以外の歩道と敷地の境にこれらを防止するための 

   柵もしくは駒止め等の設置を検討すること。 

  ４）公共用または営業用の目的で大型車及び多数の自動車を通行させるための車両乗入れ部を設置する場合 

   であって、側溝を設置する場合は、車両乗入れ部用側溝の損傷を防止するため、小断面のボックスカルバ 

   ートを設置すること。 

（３）開口部の幅 

   開口部の幅は、次表の区分によること。 

表２－１５ 開口部の幅 

自 動 車 の 区 分 開口部の幅 

小型自動車 

長  さ 4.7ｍ以下 

4.2ｍ以下 幅 1.7ｍ以下 

最小回転半径 6.0ｍ以下 

大型自動車 

長  さ 4.7ｍ越～12.0ｍ以下 

8.0ｍ以下 幅 1.7ｍ越～ 2.5ｍ以下 

最小回転半径 6.0ｍ越～12.0ｍ以下 

   注１）上記により難い場合については、個別に軌跡図に基づき、必要最小限の開口部の幅（最大値

12.0m とする。）を決定すること。なお、トレーラー等の大型車が比較的小規模の道路に出入りす

る場合は、交通安全面を踏まえたうえで、軌跡を対向車線の全幅(構造的に往復分離されている道

路については、片側の全幅)を使用するものとして作図すること。 
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＜参考＞：標準的な軌跡図 

 標準的な軌跡図を以下に示す（停まりハンドル走行）。実際には、車線･路肩･歩道の幅員に応じて個別に検

討する必要がある。 

 

   想定幅員構成（４種２級～３級相当、停車帯付き）の場合の必要幅 

 

 

 

 

想定幅員構成（４種２級～３級相当、路肩 0．5ｍ）の場合の必要幅 
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（４）車両乗入れ部の構造 

1）セミフラット型（標準歩道高さ 5cm）、フラット型（原則として維持管理） 

      平  面   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）破線部はセミフラット型における切下げブロックである。 

Ａ－Ａ'断面図 

 

 

 

 

 

 

Ｂ－Ｂ‘断面図（セミフラット型） 

 

 

 

 

 

注）透水性舗装を適用しない箇所や、曲線部等特別な理由がある場合においては、（ ）内以下の勾配とするこ

とができる。 

図２－６ 車両乗入れ部の構造 

 

 

      

開 口 部 の 幅 

4.2ｍ以下または 8.0ｍ以下 

開口部の幅＋1.2ｍ 

 すりつけ用ﾌﾞﾛｯｸ 

（歩車道境界ブロック） 

車道部 1%以下（2%） 

歩道部 

5cm 

車両乗入れ部用側溝等または地先境界 

地先境界または側溝 

開口部の幅＋1.2ｍ 

開口部の幅 

4.2ｍ以下または 8.0ｍ以下 

Ａ’ Ａ 

歩車道境界ブロック 

乗入れ部の組成とする区域 

Ｂ’ 

Ｂ 

なお、沿道状況により、すりつけブロックに端末用

（R形状）ブロックを使用することもできる。 
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乗入ブロック すりつけ用ブロック 

開口部の幅＋1.2ｍ 
開口部の幅（切下げ幅） 

4.2ｍ以下または 8.0ｍ以下 

  ２）マウントアップ型（参考：原則として維持管理のみ） 

     

      平  面  図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ａ－Ａ'断面図 

 

 

 

 

 

図２－７ 車両乗入れ部の構造 

 

      Ｂ－Ｂ'断面図 

 

 

 

 

 

 

 

      注）すりつけ横断勾配は乗入れブロックを用いない場合は、15％以下とする。 

図２－８ 歩道等内においてすりつけを行う構造 

                                     （単位：mm） 

 

 

 

 

 

 

 

注）「道路の移動等円滑化整備ガイドライン（P.70）」による特殊縁石は、自転車の転倒事例が多いことから、

採用に当たっては十分留意すること。  

図２－９ 乗入れブロック寸法 

30 188 7 

70 

80 

150 

240 

15 

車両乗入れ部用側溝等または地先境界 

Ａ Ａ’ 

すりつけ用ブロック 

乗入れブロック 

すりつけ用ブロック 

歩車道境界ブロック（標準） 歩車道境界ブロック（標準） 

開口部の幅＋1.2ｍ 

開口部の幅（切下げ幅） 

4.2ｍ以下または 8.0ｍ以下 

乗入れ部の組成とする区域 

Ｂ 

Ｂ’ 

可能な限り広く確保 

1.0%以下(2%以下) 
10.0%以下 民 地 

車 道 

歩 道 部 
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２－７－３ 歩車道境界工 

 （１）設置に当たっての留意事項 

   １）セミフラット型、フラット型における歩車道境界工のエプロンからの直高は、原則 25cm とする。 

     ここで原則 25 ㎝としたのは、平成１７年２月３日付国土交通省都市地域整備局長及び道路局長通知 

「歩道の一般的構造に関する基準等について」により交通安全対策上必要な場合には、縁石の高さを 

25 ㎝まで高くすることができるとされており、歩行者の安全な通行を優先し 25cm としたものである。 

ただし、埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例において、「別表第三 一歩道等 ホ

（2）歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さは 15cm 以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況

並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。」と規定しているため、状況に応じて 15cm や 

20cm の高さとすることができる。 

   ２）セミフラット型、フラット型の場合は両面（縁石の縁取りを意味する）の歩車道境界ブロックを原則

とするが、植樹帯を設置する箇所は片面の歩車道境界ブロックとすること。 

   ３）エプロンブロック（２次製品）の活用を図ること。≪コスト縮減≫ 

  （２）構造 

   歩車道境界工の構造は、街渠縦断管を設置することを標準とする。 

   交通バリアフリーの観点から歩道等の構造形式は、基本的にセミフラット形式となったこと、及び歩道等

の横断勾配は原則として、道路の中心に向かって直線の下り勾配とすることから、歩車道境界の下に街渠

縦断管を設置することとしたものである。なお、排水孔付きのエプロン縮小タイプの街渠については、自

転車の通行環境整備のためなど必要に応じて活用すること。 

また、街渠縦断管については、街渠底面部の下の路盤厚が１５０ｍｍ未満となる場合、基礎を設置する

ものとする。 

街渠縦断管を設置しない場合の構造を以下に示す。 

 

 

                             表２－１６ エプロン厚 

 

 

 

 

 

Ｔ：舗装計画交通量 

 

 

 

  

図２－１０ 街渠縦断管を設置しない場合の構造 

舗装計画交通量の区分

（台/日・方向） 
エプロン厚(mm) 

Ｔ＜1,000 150 

1,000≦Ｔ＜3,000 200      

3,000≦Ｔ 250                     

※エプロンコンクリートのクラックを防止する 

ため、10ｍに１箇所の割合で目地を設ける。 

50 
エプロン厚 

 

歩車道境界ブロック 

800 

500 
130 

(100) 

表 層 

基 層 

上層路盤工 

 

路盤工施工幅 

上層路盤工 

下層路盤工 

（100）：両面歩車道境界ブロックの場合 
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２－８ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路 

（１）総則 

  １）適用の範囲 

    屋外レクリエーションを主たる目的として、車道とは独立して設置される自転車専用道路及び自転車歩 

   行者専用道路について適用する。なお、ここに規定する事項以外については、自転車道等の設計基準解説 

   によること。 

  ２）留意事項 

    河川区域内に自転車専用道路または自転車歩行者専用道路を設置する場合においては、「河川区域内の 

   土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて」に基づき、河川管理者と協議すること。 

    なお、河川区域内においては、原則として「自転車専用道路」は認められず、「自転車歩行者専用道 

   路」となるので注意を要する。 

（２）自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の設計 

  １）設計速度 

 表２－１７ 設計速度 （単位：km/ｈ） 

 標  準 やむを得ない場合 

設計速度 ３０ １０ 

  ２）標準幅員 

表２－１８ 標準幅員 

 標 準 特 例 

自 転 車 専 用 道 路          E ３.０ｍ以上 ２.５ｍ 

自転車歩行者専用道路 ４.０ｍ以上  

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P587 

 

  ３）幅員の設計 

    幅員は、通行帯及び側方余裕幅（0.5ｍ）で構成される。 

通行帯の幅員は、将来の自転車交通量と交通状況等を勘案して、１車線当たりの実用交通容量を 650

台/時、１車線当たりの通行帯幅１ｍ（ただし、自転車専用道路はやむを得ない場合は 0.75ｍまで縮小

することができる。）として定める。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１１ 

 

側方余裕幅 

0.5ｍ以上 

表２－18 による幅員 

必要に応じて 
路上施設帯等 通行帯 側方余裕幅 

0.5ｍ以上 



第２章 道路計画  

２-41 

  ４）線形及び視距等 

表２－１９ 線形及び視距等 

 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路 

A曲  線  半  径          E ３０ｍ以上（ただし、やむを得ない場合は３ｍ） 

A最  小  曲  線  長          E １０ｍ以上（ただし、曲線半径３ｍの場合はこの限りでない） 

A曲 線 部 の 片 勾 配          E ５％以下（ただし、やむを得ない場合はこの限りでない） 

曲線部等の幅員の拡幅 
曲線部で必要な区間、縦断勾配５％以上の区間、その他必要な箇所で

１車線当たり０.２５ｍ以上 

A視      距          E １５ｍ以上（望ましい値） 

A縦  断  勾  配          E ５％以下（ただし、立体交差及び橋の取付け部等はこの限りでない） 

A縦  断  曲  線          E 縦断勾配が変化する箇所に設ける。 

横断自転車道 注１） の通行帯の幅

員 
前後の通行帯の幅員に０.５ｍを加える。 

横  断  勾  配          E １％ 

     注１）車道部及び鉄道を横断するために設けられる自転車道等の一部である。 

 

  ５）立体交差  

    立体交差する場合の自転車道等の幅員その他の基準は、原則として一般部と同じとする。ただし、縦断 

   勾配については、地形の状況その他やむを得ない場合には、１２％以下の斜路または２５％以下の斜路付 

   階段とすることができる。 

    縦断勾配が５％を越え２５％以下の斜路または斜路付階段において、高さが３ｍを越える場合には、高 

   さ３ｍ以内ごとに水平区間を設けなければならない。 

    斜路付階段の幅員は、自転車、歩行者の交通量を勘案して利用しやすい幅員構成とする。 
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２－９ 副道 

  第３種または第４種の道路について、その道路の構造が盛土、切土等となるため沿道と高低差を生じ車両の 

 沿道への出入りが不可能な場合、または環境対策上遮音壁を連続して設ける必要があるため、沿道への自由な 

 出入りができなくなる場合（予定を含む）等に車両の沿道への出入りを確保するために当該道路の部分として 

 必要に応じて本線車道に平行して副道を設ける。 

 

  副道の構造等 

  １）副道の幅員は、４ｍを標準とする。 

  ２）副道に接続する路肩は、0.5ｍ以上とする。路肩に路上施設を設置する場合は、路上施設帯等の必要幅

の確保に努める。 

  ３）副道の設計速度は、40kｍ/ｈ、30kｍ/ｈ、20kｍ/ｈとする。 

  ４）道路構造令第 12 条の建築限界を適用すること。 

 

 

 

 

 

図２－１２ 副道横断図 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１３ 副道平面図 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P263 
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２－１０ バス停車帯 

（１）設置基準 

  １）第３種第１級の道路には、原則としてバス停車帯を設けること。 

  ２）その他の道路で、特に本線の交通流を乱す恐れのある場合、必要に応じてバス停車帯を設けること。 

（２）バス停車帯の構造 

バス停の構造は以下を基本とするが、詳細な構造については「道路の移動等円滑化整備ガイドライン

（P.145～161）」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１４ 

 

  １）バス停車帯の長さ 

    バス停車帯の長さは、次表の値以上を参考とする。 

 表２－２０ バス停車帯の長さ （単位：ｍ） 

      設計速度 

       (km/h) 
第３種の道路 第４種の道路 

60 50 40 60 50 40 

減 速 車 線 長        E 

Aバ ス 停 車 線 長        E 

A加 速 車 線 長        E 

バス停車帯の長さ 

25 

15 

30 

70 

20 

15 

25 

60 

20 

15 

25 

60 

20 

15 

25 

60 

15 

15 

20 

50 

12 

15 

13 

40 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P649 表 9-5 

  ２）バス停車帯の幅員 

    バス停車帯の幅員は 3.5ｍを標準とし、やむを得ない場合には 3.0ｍまで縮小できる。 

  ３）バス停車帯の位置 

    交差点付近にバス停車帯を設ける場合には、原則として流出部側に設置する。 

  ４）バス停留施設を設ける箇所の歩道等の形状 

1)車道等に対する高さは、１５ｃｍを標準とする。 

2)歩道等一般部からバス停留施設の歩道の高さまでは、縦断勾配５％以下ですりつけるものとする。 

歩道または自転車歩行者道 

停車帯幅員 

外側線 

バス停車帯の長さ 

減速車線 1 停留車線 2 加速車線 3
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２－１１ 待避所 

  設置基準 

  １）第３種第５級の道路、もしくは車道幅員が 5.5ｍ未満の道路で５年以内に改良計画のない区間において、 

   車両のすれ違いが困難で交通の障害となっている箇所においては、交通の円滑化と安全性を確保するため 

   局部的に待避所を設けること。 

  ２）待避所相互間の距離は 200m を標準とする。【県条例】 

  ３）待避所の有効長及びすりつけ長は「図２－１５ 待避所の有効長及びすりつけ長」のとおりとする。 

  ４）バス路線にあっては極力バス停留所に待避所を設け、バス停車帯と兼ねたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１５ 待避所の有効長及びすりつけ長 

 

路肩 0.5ｍ 

路肩 0.5ｍ 

車道幅員 
5.0ｍ以上 路肩 0.5ｍ 

a 

すりつけ長 有 効 長 すりつけ長 

b≧2a b≧2a L＞30ｍ【県条例】 
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２－１２ 自動車駐車場 

２－１２－１ 施設の種類 

  １）駐 車 場：車両の駐車及び移動に供する区域全体。 

  ２）駐車ます：１台の車両を駐車するよう区画線で表示された場所。 

  ３）車  路：駐車ますに進入したり回転したりするために設けられる車道。 

  ４）公衆便所：用便、洗面の用に供する施設（全ての公衆便所に身体障害者用便所を併設する）。 

 

２－１２－２設置位置 

   駐車場の設置位置については、本線の線形を考慮して車両の出入りに安全の確保が図れる場所を選定する 

  ものとする。 

 

２－１２－３ 駐車場の設計 

   駐車場の駐車ますと車路は、設計車両に応じて無理のない駐車及び発進が可能であり、かつ敷地を有効的 

  に利用できるような配置が望ましい。 

  （１）駐車場の勾配 

     駐車場の勾配は、駐車車両の安全性及び排水に十分注意を払い、適切に定めるものとする。 

  （２）駐車ますの寸法 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）」P636・P637 

     駐車ますの寸法は下図のとおりとする。 

                                         （単位：ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１６ 大型車、小型車の駐車ます寸法 

     なお、必要に応じてセミトレーラ連結車用の特殊大型車の駐車ますを配置するものとし、その標準寸 

    法は下図のとおりとする。 

                                        （単位：ｍ） 

 

 

 

 

図２－１７ セミトレーラ連結車の駐車ます寸法 

 表２－２１ 設計車両の寸法 （単位：ｍ） 

     諸 元 

設計車両 
長 さ 幅 高 さ 

前 部 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 
軸 距 

後 部 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

最 小 

回転半径 

乗 用 車    E A（小型車） 4.70 1.70 2.00 0.80 2.70 1.20 6.00 

トラック（大型車） 12.00 2.50 3.80 1.50 6.50 4.00 12.00 

Aセ ミ ト レ ー ラ       E 

連  結  車 
16.50 2.50 3.80 1.30 

前軸距 4 

後軸距 9 
2.20 12.00 

出典：日本道路協会「道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）P160 

5.00 

小型車駐車ます 2.30 

3.50 

6.50 6.50 

兼用ます 

13.00 

3.30 大型車駐車ます 

17.00 

3.50 特殊大型車駐車ます 
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２－１２－４ 公衆便所 

   便器数等については表２－２２を基本とし、利用者数に応じて決定すること。また、道路移動円滑化基準

を踏まえ、高齢者、身体障害者の円滑な利用に適した構造とすること。 

表２－２２ 

駐車ます数 
便  器  数（個） 

標準的な面積 
男（小） 男（大） 女 

約５０台 ４ ２ ６ ６０㎡ 

 

２－１２－５ 駐車場の照明 

   駐車場内には、公衆便所、駐車ます等の配置、構造及び周辺への影響等を十分配慮した照明施設を設置す 

  るものとする。 

 

２－１２－６ 駐車ますの算定〈参考〉 

 （１）対象区間の必要駐車ます数は、対象区間の延長、計画交通量及び施設の利用率等に基づき決定するもの 

   とする。 

 （２）対象区間の駐車ます数は、原則として、車種（小型車、大型車）ごとに算定する。 

 （３）対象区間に新設すべき駐車ます数は、地形、沿道状況に応じ適切な規模で、「2-12-2 設置位置」に従

って分散して配置する。 

 （４）区間必要駐車ます数の算定 

    対象路線沿線の状況等を勘案し、利用率（立寄率、ラッシュ率、駐車場占有率）を想定して対象区間の 

   延長及び計画交通量より総需要駐車ます数を求める。 

    この際、計画交通量は概ね 10 年後の年平均日交通量とする。 

区間必要駐車ます数の算定 

 

 

 

 

    対象区間内に必要な必要駐車ます数は、下記により求められる。 

       Ｎ＝Ｌ×計画交通量×立寄率×ラッシュ率×駐車場占有率 

               Ｎ：対象区間の必要駐車ます数（小型車、大型車別） 

               Ｌ：対象区間の延長（km） 

               計 画 交 通 量      ：対象区間の計画交通量（台/日） 

               立   寄   率：km 当たりの立寄台数（台/日/km）/計画日交通量（台/日） 

               ラ ッ シ ュ 率      ：ラッシュ時立寄台数（台/時）/立寄台数（台/日） 

               駐車場占有率：平均駐車時間（分）/60 分 

 （５）係数としては、類似なものとして日本道路公団の設計要領がある。 

 （６）新たに設置が必要な駐車ます数 

        Ｎ Ａ ＝Ｎ－Ｎ Ｂ 

            Ｎ Ａ ：対象区間内に新たな設置が必要な駐車ます数 

            Ｎ Ｂ ：対象区間内に既に設置されている駐車ます数（類似施設の駐車ます数を含む） 

    複数箇所に分けて駐車ますを設置する場合は、各箇所の駐車ます数の合計が小型車、大型車別にそれぞ 

   れＮ Ａ 以上となるよう計画する。 

    立寄率、ラッシュ率、駐車場占有率については、それぞれの路線の性格、交通特性に応じて定めること 

   が望ましい。 

 （７）身体障害者用駐車施設の設置については、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」による。 

対象区間延長 立 寄 台 数 
ラッシュ時      

立 寄 台 数 

区 間 必 要      

駐車ます数 

（延長当たり立寄率） （ラッシュ率） （駐車場占有率） 

（参考値） 
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0.7㎏/㎡h60q ×=

1.2㎏/㎡h60q ×=

２－１３自転車駐車場 

２－１３－１ 目的 

   歩道等に自転車が放置されており、交通安全上危険となっている箇所に自転車駐車場を整備し、安全な歩 

  行環境の形成に努める。 

 
２－１３－２設置基準 

 （１）都市周辺のバス停付近等で現に自転車が放置されているもの。 

 （２）道路法第２条第２項の８に定める道路の付属物であり、その敷地は道路区域に編入できるもの。 

 （３）収容台数 200 台以下のもの。 

なお、自転車駐輪場を路上に設置する場合の技術的基準の詳細は、「路上自転車・自動二車等駐車場設置指

針・同解説（平成 19 年 1 月）（社）日本道路協会」を参考とすること。 

 

２－１３－３ 自転車駐車場上屋 

 （１）自転車駐車場上屋の設計条件 

   １）積雪荷重      60 ㎏/㎡ 

   ２）風 荷 重   風圧力 屋根          以上 

                側板          以上   ここで、ｈ：地盤面からの高さ（ｍ） 

 （２）上屋の設置に当たっては、建築基準法上の手続きを要する。 

 

２－１３－４ 維持管理 

   上屋、電力料等施設本体の維持管理は県で行うが、自転車の整理等その運営について地元市町村等に依頼 

  する。なお、自転車の盗難、損傷等利用に当たっての注意事項について記載した看板等を設置しておくこと。 

 

２－１４ 取付支道 

  取付支道とは、道路の新設または改築に伴い既存道路の機能補償を目的として、新設（改築）道路と既存道 

 路の縦断的な勾配や、交差点の形状を考慮し、取付ける区間をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１８ 取付支道平面 

 （１）適用の範囲 

    道路の新設、改築に伴い既存の道路の機能補償を確保する目的により、本線と現道を取付ける必要のあ 

   る箇所に設けるものとする。なお、その検討には、周囲の地形、交通の利用状況等を十分調査したうえで 

   決定すること。 

取付支道 
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 （２）構成 

    取付支道の勾配は、地形等を考慮したうえで、道路構造令に準拠して適切な勾配で取付けること。取付 

   支道の範囲は、本線と現道とを結ぶ取付け区間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１９ 取付支道の構成 

２－１５ 用地買収幅 

（１）用地買収幅の考え方 

   用地買収幅については以下の規定を標準とするが、これにより難い場合は別途協議するものとする。 

         用地買収幅 ＝ 基本幅 ＋ 余裕幅 

（２）基本幅 

   基本幅の考え方は、次のとおりとする。 

  １）都市計画道路は、都市計画決定幅員とする。 

  ２）その他の道路は、道路構造上必要な計画幅員とする。ただし、盛土の場合はのり尻まで、切土の場合は 

   のり肩までとするが、のり尻またはのり肩を構造物で処理する場合はその構造物までとする。 

（３）余裕幅（参考） 

   余裕幅の考え方は、表 2-23 を標準とする。ただし、曲線部については、余裕幅が最小となる部分が表

2-23 の標準余裕幅となり、全体として余裕幅を超える部分の面積の合計値が過大とならないように検討す

る。また、隣接地の土地利用への影響も考慮した余裕幅を検討する。 

表２－２３ 余裕幅の標準値  

種   別 
標 準 

余裕幅 

 切 土 箇 所 盛 土 箇 所 

切土高 
のり肩からの 

余裕幅 

のり肩からの 

余裕幅(縮小値) 
盛土高 

のり尻からの 

余裕幅 

市 街 地 なし ０～３ｍ １.0ｍ 0.7ｍ ０～５ｍ 0.5ｍ 

田 10cm ３～７ｍ ２.0ｍ 0.7ｍ ５～10ｍ 0.5～1.0ｍ 

畑 10cm ７～14ｍ ３.0ｍ 1.0ｍ 10～15ｍ 1.0～1.5ｍ 

橋梁及び高架橋 50cm 14ｍ以上 ４.0ｍ 1.5ｍ 15～20ｍ 1.5ｍ 

  注１）切土箇所の余裕幅は、山地部の地形が急峻、複雑な場合の標準値を示しているが、地形が緩やかで土 

    質上の問題が少ない箇所では縮小値を採用する。 

本 線 

現 道 

  取付支道 

（取付け区間） 



第２章 道路計画  

２-49 

 

 

 

 

 

 

 

               ※側溝外側の余裕は地域の状況に応じて考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２０ 余 裕 幅 

２－１６ 協議事項 

  道路計画に当たっては、国や市町村等関係機関と事前協議を行うこと。 

表２－２４ 協議事項と関係機関名 

協 議 事 項 関 係 機 関 名 摘  要 

他道路との交差及び整理統合 

国道事務所、NEXCO 東日本、 

首都高速道路株式会社、 

県土整備事務所、 

市町村の道路管理者、公安委員会 

計画路線を含む 

河川(保全区域含む)との交差 
国河川事務所、県土整備事務所、 

市町村の河川管理者 
改修計画等を含む 

河川への排水 
県土整備事務所、 

市町村の河川管理者 
 

排水路への排水 市町村の排水路管理者  

用水路との交差または付替え 用水組合  

下水道、排水管との交差、移設あるいは接続 
県下水道事務所、 

市町村の下水道管理者 
下水道計画を含む 

鉄道との交差及び計画の競合事項 ＪＲ、各地方鉄道  

地元要望事項 地元、市町村または要望団体  

計画路線中の文化財指定の有無 県及び市町村の文化財保護担当課  

道路交通の処理及び交差点改良 公安委員会  

土地区画整理事業との関連 事業施工者及び公安委員会  

水道の移設または新規占用の計画 県、市、町村組合の企業者  

電信、電話、電気、ガスの移設 

           または新規占用の計画 

ＮＴＴ、東京電力、ガス事業者（東

京ガス等）、有線等各企業者 
 

その他振動、騒音、日照 地元の市町村の環境担当課  
 

のり面 

ア） 

基礎地盤 

用
地
境
界
線 

用
地
境
界
線 

余
裕
幅 

余
裕
幅 

用
地
境
界
線 道

路
中
心
線 

橋脚位置 

オ） 

用
地
境
界
線 

現地盤 

エ） 

のり面 

イ） 

犬走り 

余裕幅 

のり尻 

境
界
線 

用 
 

地 

用
地
境
界
線 

余裕幅 
のり肩 

ウ） 

のり尻 

犬走り 

現地盤 


	第２章 道路計画
	２－１ 総則
	２－１－１ 道路の役割と機能
	２－１－２ 道路計画の考え方
	（１）多様な機能を重視した道路計画
	（２）地域の裁量に基づく基準の運用
	１)　 1.5車線的道路整備
	２)　 自転車車線【県条例】（道路構造令による「自転車通行帯」）
	３)　 小型道路（乗用車専用道路）
	４）　植樹ます【県条例】
	５）　特別の事情を有する場合の特例【県条例】


	２－１－３ 参考図書
	２－１－４  用語の定義

	２－２  道路の区分（道路構造令第３条抜粋）
	２－３ 設計速度（道路構造令第13条）
	２－４  将来交通量の推計
	２－５  横断面の構成
	２－５－１ 車線の数（道路構造令第５条）
	２－５－２  横断面の構成要素
	２－５－３ 横断勾配
	２－５－４  中央帯
	２－５－５  路肩
	２－５－６　自転車道、自転車車線、自転車歩行者道及び歩道
	（１）整備形態の選定の考え方
	１)　 標準横断構成
	２)　 横断構成の見直し方法


	２－５－７　建築限界

	２－６ 線形及び視距等
	２－７ 　歩道等の構造
	２－７－１　 歩道等の支道取付け部及び横断歩道部における取扱い
	２－７－２　車両乗入れ部における取扱い
	２－７－３ 歩車道境界工

	２－８　自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路
	２－９　副道
	２－１０　バス停車帯
	２－１１　待避所
	２－１２　自動車駐車場
	２－１２－１　施設の種類
	２－１２－２設置位置
	２－１２－３　駐車場の設計
	２－１２－５　駐車場の照明
	２－１２－６　駐車ますの算定〈参考〉
	２－１３－１　目的
	２－１３－２設置基準
	２－１３－３　自転車駐車場上屋
	２－１３－４　維持管理
	（１）用地買収幅の考え方
	（２）基本幅
	（３）余裕幅（参考）




